
 
 
 

参考資料 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（抄録） 

 

 

第四条 この法律において「絶滅のおそれ」とは、野生動植物の種について、種の存続

に支障を来す程度にその種の個体の数が著しく少ないこと、その種の個体の数が著

しく減少しつつあること、その種の個体の主要な生息地又は生育地が消滅しつつある

こと、その種の個体の生息又は生育の環境が著しく悪化しつつあることその他のそ

の種の存続に支障を来す事情があることをいう。  

２ この法律において「希少野生動植物種」とは、次項の国内希少野生動植物種、第四

項の国際希少野生動植物種及び次条第一項の緊急指定種をいう。  

３ この法律において「国内希少野生動植物種」とは、その個体が本邦に生息し又は生

育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるものをいう。  

４ この法律において「国際希少野生動植物種」とは、国際的に協力して種の保存を図

ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物の種（国内希少野生動植物種を

除く。）であって、政令で定めるものをいう。 

５  この法律において「特定国内希少野生動植物種」とは、次に掲げる要件のいずれ

にも該当する国内希少野生動植物種であって、政令で定めるものをいう。  

一  商業的に個体の繁殖をさせることができるものであること。  

二  国際的に協力して種の保存を図ることとされているものでないこと。  

６  環境大臣は、前三項の政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、中

央環境審議会の意見を聴かなければならない。  

 


